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（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 
(1) 青少年 満20歳に達するまでの者をいう。 
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福祉
施設の⾧その他の者で青少年を現に監督保護する者をいう。 

 
 
(3)（4） （略）  
(5) 販売業者 未成年者喫煙禁止法（明治33年法律第33

号）第４条に規定する煙草又ハ器具ヲ販売スル者並びに未成
年者飲酒禁止法（大正11年法律第20号）第１条第３項
及び第４項に規定する営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売ス
ル者をいう。 

(6) 飲食店等営業者 未成年者飲酒禁止法第１条第３項及
び第４項に規定する営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ供与スル
者をいう。 

(7)     （略）



資料７ 

 


